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第１  審 査 の 概 要 

 

１ 審査の対象 

審査は、令和３年度決算に基づき知事から提出された健全化判断比率（実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び資

金不足比率（以下「健全化判断比率等」という。）並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を対象とした。 

 

２ 審査の手続 

審査に当たっては、次の事項を主眼に兵庫県監査委員監査基準に準拠して、

関係諸帳簿の抽出照査、関係当局からの説明の聴取など必要と認める審査手

続を実施し慎重に審査した。 

(1)  法令等に照らし算出過程に誤りはないか。 

(2)  法令等に基づき適切な算定要素が計算に用いられているか。 

(3)  算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか。 

(4)  客観的事実の妥当性を判断した上で算定を行う場合において、公正な判

断が行われているか。 
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第２  審査の結果及び意見 

 

１ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率等は正確で、その算定の基礎となる事項を

記載した書類は、適正に作成されているものと認められた。 

健全化判断比率等は次表のとおりで、実質公債費比率が15.2％、将来負担

比率が315.1％であり、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び兵庫県病院事業

会計ほか８会計の資金不足比率は、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額又

は資金の不足額がなく、算定されない。 

 

区     分 
令 和  

３年度 

令 和  

２年度 

比 較  

増 減

( △ ) 

 （ 参 考 ） 

早期健全 

化基準 

財政再生 

基 準 

健全化 

判 断 

比 率 

実 質 赤 字 比 率 － ％ － ％ －    3.75 ％ 5 ％ 

連結実質赤字比率 －    －    －    8.75    15    

実 質 公 債 費 比 率  15.2   14.7   0.5 25    35    

将 来 負 担 比 率 315.1  337.3  △22.2 400    ― 

 

区     分 
令 和 

３年度 

 （ 参 考 ） 

経営健全化基準 

資

金

不

足

比

率 

兵 庫 県 病 院 事 業 会 計 ―  ％ ％ 

兵庫県水道用水供給事業会計 ― 

20 

兵 庫 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― 

兵 庫 県 水 源 開 発 事 業 会 計 ― 

兵 庫 県 地 域 整 備 事 業 会 計 ― 

兵庫県企業資産運用事業会計 ― 

兵庫県地域創生整備事業会計 ― 

兵 庫 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ― 

兵庫県港湾整備事業特別会計 ― 

 

２ 審査の意見 

   単年度（令和３年度）の実質公債費比率は、令和４年３月に策定された兵

庫県県政改革方針（以下「県政改革方針」という。）の財政フレームで見込ま

れた単年度の比率（15.4％）を0.2ポイント下回っているものの、健全化判断

比率として算定される実質公債費比率（前３か年（令和３年度、２年度及び

元年度）の平均）は、前年度（14.7％）と比較すると0.5ポイント悪化してい

る。 

   一方、将来負担比率については、県政改革方針の財政フレームの見込み
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（319.7％）を4.6ポイント下回っており、前年度（337.3％）と比較しても22.2

ポイント改善している。〔11頁〕 

 

前年度に比べ、実質公債費比率は実質償還額の増等により悪化しており、

将来負担比率も標準財政規模の増加等により改善したものの依然として高

い水準にある。 

また、県政改革方針の財政運営指標では、令和７年度に、実質公債費比率

（３か年平均）が18.0％を超過する等、本県の財政は引き続き厳しい状況が

続くことが見込まれている。 

このため、県政改革の着実な推進により、収支均衡と将来負担の軽減を図

る持続可能な行財政基盤の確立に一層の意を用いられたい。 

なお、こうした本県の財政状況をより分かりやすく伝えるため、基金集約

の解消等の取組も進められたい。 
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第３  健全化判断比率の状況 

 

１  実質赤字比率 

(1)  実質赤字比率 

令和３年度 令和２年度 
比較増減

（△） 

― ― ― 

実質赤字比率は、実質赤字額がないため、前年度と同様、算定されない。 

(2)  算定式 

実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

 

(3)  実質収支額 

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額は次表のとおりで、全ての会

計で赤字になっていない。 

会    計    名 
令和３年度

実 質 収 支 

令和２年度 

実 質 収 支 

比較増減

（△） 

一 般 会 計 
千円 

21,781,126 

千円 

22,527 

千円 

21,758,599 

県 有 環 境 林 等 特 別 会 計 0 0 0 

公共事業用地先行取得事業特別会計 0 0 0 

県 営 住 宅 事 業 特 別 会 計 77,148 81,869 △4,721 

勤労者総合福祉施設整備事業特別会計 0 0 0 

庁 用 自 動 車 管 理 特 別 会 計 0 0 0 

公 債 費 特 別 会 計 0 0 0 

自治振興助成事業特別会計 0 0 0 

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 0 0 0 

小規模企業者等振興資金特別会計 0 0 0 

農 林 水 産 資 金 特 別 会 計 0 0 0 

基 金 管 理 特 別 会 計 0 0 0 

地 方 消 費 税 清 算 特 別 会 計 0 0 0 

合     計 21,858,274 104,396 21,753,878 

（注） 健全化判断比率の算定で用いられている実質収支額は、事業繰越額を考慮したものである。 

          

一般会計等に含まれる各会計の実質収支額の合計は21,858,274千円の黒

字で、前年度と比較すると、県営住宅事業特別会計で4,721千円減少したも

のの、一般会計で21,758,599千円増加したため、21,753,878千円増加（増

加率20,837.8％）している。 

＝実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
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２  連結実質赤字比率 

(1)  連結実質赤字比率 

令和３年度 令和２年度 
比較増減

（△） 

― ― ― 

全会計を算定の対象とした連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がない

ため、前年度と同様、算定されない。 

(2)  算定式 

連結実質赤字比率の算定式は、次のとおりである。

 

(3)  実質収支額及び資金不足額・資金剰余額 

一般会計等の実質収支額と公営事業に係る特別会計の実質収支額及び資

金不足額･資金剰余額は次表のとおりで、その合計額は赤字になっていない。 

会    計    名 令和３年度 令和２年度 比較増減(△) 

一 般 会 計 等 の 実 質 収 支 額 
千円 

21,858,274 

千円 

104,396 

千円 

21,753,878 

 

 

 

公

営

事

業 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 12,102,028 17,338,815 △5,236,787 

公
営
企
業
の
資
金
不
足
額(

△)

・
資
金
剰
余
額 

病 院 事 業 会 計 9,049,718 5,297,667 3,752,051 

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 22,049,004 16,256,010 5,792,994 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 13,909,121 13,180,856 728,265 

水 源 開 発 事 業 会 計 170 170 0 

地 域 整 備 事 業 会 計 0 0 0 

企 業 資 産 運 用 事 業 会 計 2,121,214 3,001,423 △880,209 

地 域 創 生 整 備 事 業 会 計 290,570 0   290,570         

流 域 下 水 道 事 業 会 計 370,152 572,086 △201,934 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 193,304 114,297 79,007 

合     計 81,943,555 55,865,720 26,077,835 

（注）公営企業のうち地域整備事業会計及び地域創生整備事業会計で資金剰余額が生じる場合で、地

方債残高及び他会計長期借入金が資金剰余額を上回る場合には、資金剰余額は０となる。 

 

実質収支額及び資金不足額・資金剰余額を合計した額は81,943,555千円

の黒字で、前年度と比較すると、国民健康保険事業特別会計ほか２会計で

実質収支額及び資金剰余額が6,318,930千円減少したものの、一般会計等ほ

か５会計で実質収支額及び資金剰余額が32,396,765千円増加したため、

26,077,835千円増加（増加率46.7％）している。 

＝連結実質赤字比率
連結実質赤字額

標準財政規模
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３  実質公債費比率 

(1)  実質公債費比率 

令和３年度 令和２年度 
比較増減

（△） 

15.2 ％ 14.7 ％   0.5 

実質公債費比率は15.2％となっており、前年度の14.7％と比較すると、

0.5ポイント悪化している。 

これは、単年度の比率が平成30年度（14.2％）から実質償還額の増等に

より15.2％となった令和３年度に置き換わったこと及び３年度より県債管

理基金残高から地域整備事業会計への貸付金を除いて算定するに当たり元

年度及び２年度がそれぞれ14.9％から15.3％、14.9％から15.0％となった

ことによるものである。 

(2)  算定式等 

実質公債費比率の算定式は次のとおりで、この式に基づき算定した前３

か年の比率を平均したものが当年度の実質公債費比率である。  

 

 

 

 

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額、単年度の比率並びに

実質公債費比率は、次のとおりである。 

区   分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度 

分   子    Ⓐ 

千円 

 

146,783,755 

千円 

【136,546,588】

135,398,460 

千円 

【137,019,624】

133,691,364 

千円 

【128,153,443】

126,270,803 

分   母    Ⓑ 964,588,017 907,547,948 891,826,345 887,384,217 

単年度の比率 

（Ⓐ／Ⓑ） 

 ％ 

 15.2   

【15.0】％ 

14.9    

【15.3】％ 

14.9    

【14.4】％ 

 14.2    

実  質  

公債費

比  率 

令 和 

２年度 
－ （３か年平均） 14.7 ％ 【14.9 ％】 

令 和 

３年度 
（３か年平均）   15.2 ％ － 

（注）１ 単年度の比率は小数点第１位において端数調整を行ったものを記載した。 

２ 令和３年度より県債管理基金残高から地域整備事業会計への貸付金を除いて算定している。 

３ 令和２年度以前における分子、単年度の比率及び実質公債費比率欄に、県債管理基金残高か

ら地域整備事業会計への貸付金を除いて算定した数値を【 】書きした。 

実質公債費比率

（３か年平均）

（地方債の元利償還金） ＋ （準元利償還金）

＝
（標準財政規模）

－ （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

－（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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(3)  前年度との比較 

単年度の実質公債費比率を前年度と比較すると、実質償還額の増等によ

り県債管理基金の積立不足に対する加算が増加したこと等のため、0.3ポイ

ント悪化している。 

 

（分子） 

区  分 令和３年度 令和２年度 比較増減(△) 

地方債の元利

償還金及び準

元 利 償 還 金 

地方債の元利償還金 
千円 

307,614,738 

千円 

297,809,513 

千円 

9,805,225 

 うち県債管理基金の 

積立不足に対する加算 
13,621,890 4,946,103 8,675,787 

準 元 利 償 還 金 12,505,893 14,011,927 △1,506,034 

計 320,120,631 311,821,440 8,299,191 

地方債の元利

償還金及び準

元利償還金か

ら差引くもの 

特 定 財 源 11,258,577 12,472,821 △1,214,244 

元利償還金・準元利   

償 還 金 に 係 る 基 準    

財 政 需 要 額 算 入 額 

162,078,299 163,950,159 △1,871,860 

計 173,336,876 176,422,980 △3,086,104 

分 子 の 額 146,783,755 135,398,460 11,385,295 

（注） 地方債の元利償還金は満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当する額を含めて記

載した。 

 

（分母） 

区  分 令和３年度 令和２年度 比較増減(△) 

標準財政規模 
千円 

1,126,666,316 

千円 

1,071,498,107 

千円 

 55,168,209 

標準 財 政

規模 か ら

差 引 く も の 

元利償還金・準元利

償還金に係る基準 

財政需要額算入額 

162,078,299 163,950,159 △1,871,860 

分 母 の 額 964,588,017 907,547,948 57,040,069 
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４  将来負担比率 

(1)  将来負担比率 

令和３年度 令和２年度 
比較増減

（△） 

315.1％ 337.3％ △22.2 

         

将来負担比率は315.1％で、前年度の337.3％と比較して、22.2ポイント 

改善している。 

 (2)  算定式等 

将来負担比率の算定式は、次のとおりである。  

 

 

 

 

この算定式に基づき計算された分母及び分子の額は、次のとおりである。 

区  分 令和３年度 令和２年度 比較増減（△） 

分  子 
千円 

3,039,892,825 

千円 

3,061,588,969 

千円 

△21,696,144 

分  母 964,588,017 907,547,948 57,040,069 

(3)  前年度との比較 

国税収入の補正等に伴う地方交付税の増額等により算定上の分母である

標準財政規模が増加したこと等から、将来負担比率は改善している。 

 

将来負担比率

（将来負担額）－（充当可能基金額）－（特定財源見込額） 

＝
－ （地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

（標準財政規模）
－ （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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（分子） 

区     分 令和３年度 令和２年度 比較増減（△） 

将 
 
 
 
 
 

来 
 
 
 
 
 

負 
 
 
 
 
 

担 
 
 
 
 
 

額 

地 方 債 の 現 在 高 
千円 

5,429,557,878 

千円 

5,363,290,586 

千円 

66,267,292 

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 

支 出 予 定 額 
18,370,770 19,982,271 △1,611,501 

公 営 企 業 の 地 方 債 

償 還 に 係 る 繰 入 見 込 額 
162,009,142 158,019,583 3,989,559 

加入する組合等の地方債        

償 還 に 係 る 負 担 見 込 額 
27,302 36,243 △8,941 

退 職 手 当 負 担 見 込 額 317,154,082 326,794,940 △9,640,858 

設 立 法 人 の 負 債 額 

等 負 担 見 込 額 
35,753,574 40,883,541 △5,129,967 

内 
 
 
 

訳 

兵 庫 県 道 路 公 社 7,318,313 7,203,342 114,971 

兵庫県土地開発公社 0 0 0 

兵庫県公立大学法人 0 0 0 

公益社団法人ひょうご農林機構 26,136,206 29,283,908 △3,147,702 

兵庫県住宅供給公社 6,694 1,340,369 △1,333,675 

公的信用保証、制度融資等に係る損失補償等 2,292,361 3,055,922 △763,561 

連 結 実 質 赤 字 額 0 0 0 

加 入 す る 組 合 等 連 結 

実 質 赤 字 額 負 担 見 込 額 
0 0 0 

計 5,962,872,748 5,909,007,164 53,865,584 

将

来

負

担

額

か

ら 
 
 
 
 

差

引

く

も

の 

充 当 可 能 基 金 額 515,823,330 446,233,558 69,589,772 

特 定 財 源 見 込 額 171,027,884 180,703,870 △9,675,986 

地方債現在高等に係る基準

財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 
2,236,128,709 2,220,480,767 15,647,942 

計 2,922,979,923 2,847,418,195 75,561,728 

分 子 の 額 3,039,892,825 3,061,588,969 △21,696,144 

（分母） 

区  分 令和３年度 令和２年度 比較増減（△） 

標準財政規模 
千円 

1,126,666,316 

千円 

1,071,498,107 

千円 

55,168,209 

標 準 財 政 

規 模 か ら 

差引くもの 

元利償還金・準元利

償還金に 係る基 準 

財政需要 額算入 額 

162,078,299 163,950,159 △1,871,860 

分 母 の 額 964,588,017 907,547,948 57,040,069 
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第４  資金不足比率の状況 

 

  １  資金不足比率 

会    計    名 令和３年度 令和２年度 比較増減(△) 

病 院 事 業 会 計 ― ― ― 

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 ― ― ― 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 

水 源 開 発 事 業 会 計 ― ― ― 

地 域 整 備 事 業 会 計 ― ― ― 

企 業 資 産 運 用 事 業 会 計 ― ― ― 

地 域 創 生 整 備 事 業 会 計 ― ― ― 

流 域 下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 ― ― ― 

資金不足比率は、各会計とも資金の不足額がないため、前年度と同様、算

定されない。 

  ２  算定式 

資金不足比率の算定式は、次のとおりである。 

 

＝資金不足比率
資金の不足額

事業の規模
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（ 参 考 ） 

１  兵庫県県政改革方針の財政フレームで見込まれている実質公債費比率

及び将来負担比率 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

15.2 15.5 16.2 17.1 18.1 19.1 19.8 20.4

実 績 15.2 － － － － － － －

実質公債費比率
( 単 年 度 )

15.4 16.2 16.9 18.2 19.3 19.9 20.3 20.9

実 績 15.2 － － － － － － －

将 来 負 担
比 率

319.7 333.8 330.9 325.6 323.2 318.1 310.2 302.7

実 績 315.1 － － － － － － －

(注) 令和４年３月に策定された兵庫県県政改革方針に基づき記載した。

区　分

実質公債費比率
(３か年平均)

(注) 令和３年度は実績、４年度以降は見込みの比率とした。
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２  用語の説明 

(1)  実質赤字比率関係 

○  実質赤字比率 

 

 

 

 

○  一般会計等 

 

 

 

○  標準財政規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  臨時財政対策債発行可能額 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  連結実質赤字比率関係 

○  連結実質赤字比率 

 

 

 

 

 

  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般

財源の規模を示すもので、地方税法に定める法定普通税を、標準税率を

もって、地方交付税法で定める方法により算出した収入見込額等に普通

交付税を加算した額。 

  なお、健全化判断比率の算定における標準財政規模は、上記の額に臨

時財政対策債発行可能額を加算する。 

  一般会計及び特別会計（公営事業会計を除く）。 

  地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

度合いを示すもの。 

  全ての会計の赤字や黒字を合算した地方公共団体全体としての赤字

の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化度合いを

示すもの。 

臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するために、地方財

政法第５条の特例として、投資的経費以外の経費にも充てることができ

る特別の地方債であり、その発行可能額は、普通交付税の基準財政需要

額の算定の際に算出されるものである。 

 なお、その元利償還金相当額については、全額が後年度に地方交付税

の基準財政需要額に算入される。 
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(3)  実質公債費比率関係 

○  実質公債費比率 

 

 

 

 

○  県債管理基金の積立不足に対する加算 

 

 

 

 

 

 

○  準元利償還金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  基準財政需要額算入額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地方債の元利償還金に準ずるものとして地方財政法施行令に定められた

次のもの。 

    ア  一般会計等から公営企業会計への繰入金のうち、公営企業債の償

還に充てたと認められるもの 

イ  組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償

還の財源に充てたと認められるもの 

ウ  債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの  等 

  基準財政需要額は普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体

が合理的かつ妥当な水準における行政を行うための財政需要のうち、一

般財源で賄うべき額として算定された額。 

  借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

実質的な公債費等がどの程度の財政負担となっているかを示すもの。 

  前年度末において県債管理基金の残高があるべき残高に満たない場

合、その不足率を実質年間償還額に乗じた額が、実質公債費比率の算定

上、地方債の元利償還金に加算されるもの。その分同比率が上昇するこ

とになる。 
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(4)  将来負担比率関係 

○  将来負担比率 

 

 

 

 

 

○  将来負担額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  充当可能基金額 

 

 

 

 

○  特定財源見込額 

 

 

 

 

 

  地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債として地

方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた次のもの。 

  ア  地方債の現在高 

  イ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費

に係るもの）のうち、一般会計等の負担見込額 

  ウ 公営企業会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入

見込額 

  エ 加入する組合等の地方債の元金償還に充てる地方公共団体から

の負担見込額 

  オ  退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一

般会計等の負担見込額 
  カ  地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人の負債額並び

にその他の法人等のために債務を負担している場合の債務額のう

ち、法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

  キ  連結実質赤字額 
ク  加入する組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担

見込額 

  地方自治法第 241 条に基づき設けられた基金のうち、前記将来負担額

のアからカまでの償還額等に充てることができるもの。 

  地方債を財源とした貸付金に対する償還金や公営住宅賃貸料など前

記将来負担額のアからエまでの償還額等に充てることができる特定の

歳入の見込額。 

  地方公共団体の一般会計等の地方債やその他将来支払っていく可能

性のある負債等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能

性の度合いを示すもの。 
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(5)  資金不足比率関係 

○  資金不足比率 

 

 

 

 

○  資金の不足額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公営企業の資金不足を、料金収入など公営企業の事業規模と比較して

指標化し、経営状態の悪化度合いを示すもの。 

  公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、地方公営企業法

適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基

本として、同法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に

算定した額を基本として算定された額。 
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３  比率算定の対象となる範囲 

 

公 共 事 業 用 地 先 行
取 得 事 業 特 別 会 計

県営 住宅 事業 特別 会計

兵 庫 県 競 馬 組 合

基 金 管 理 特 別 会 計

地方消費税清算特別会計

水 源 開 発 事 業 会 計

地 域 整 備 事 業 会 計

企業 資産 運用 事業 会計

庁 用 自 動 車
管 理 特 別 会 計

流 域 下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

水道 用水 供給 事業 会計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

地域 創生 整備 事業 会計

国民 健康 保険 事業 会計

農林 水産 資金 特別 会計

地
方
公
社
・

第
３
セ
ク
タ
ー

等

公 的 信 用 保 証 、 制 度
融 資 等 に 係 る 損 失 補 償 等

港湾 整備 事業 特別 会計

関 西 広 域 連 合

公
 
営
 
企
 
業
 
会
 
計

兵
 
 
 
 
庫
 
 
 
 
県

公 債 費 特 別 会 計

自 治 振 興 助 成
事 業 特 別 会 計

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 特 別 会 計

小 規 模 企 業 者 等 振 興
資 金 特 別 会 計

一
 
般
 
会
 
計
 
等

兵 庫 県 道 路 公 社

兵 庫 県 土 地 開 発 公 社

兵 庫 県 公 立 大 学 法 人

公 益 社 団 法 人 ひ ょ う ご 農 林 機 構

兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社

公
 
営
 
事
　
業
 
会
 
計

一 般 会 計

県有 環境 林等 特別 会計

勤 労 者 総 合 福 祉 施 設
整 備 事 業 特 別 会 計

実

質

赤

字

比

率

連

結

実

質

赤

字

比

率

実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

資

金

不

足

比

率

健全化判断比率及び資金不足比率の対象



 

 

 


